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アブストラクト：日本において，インクルーシブ教育についての議論が，教育政策や教育実践を展望す
るために行なわれてきた。インクルーシブ教育については，この教育が起こしうる問題に関する論考も
示されるべきである。この問題意識において，本論文では，「インクルーシブ教育」という語句に付与
される意味を公開されている文字資料での諸言説を比較しながら探る方法を使い，生活モデルという観
点からインクルーシブ教育に関する論点を言語化する，という課題を設定した。〈対象者〉〈担い手とし
ての地域〉〈場〉という内容においてこの語句の意味を探る調査において，この語句には多様な意味が
付与されているという結果が明らかになった。この結果を踏まえ，本論文では３つの論点を示した。

Abstract: In Japan, inclusive education has drawn attention in the education policies and interpersonal practices 
for education. Regarding inclusive education, the issues this education may cause should also be considered. 
�is study has two aims: the �rst is to investigate the meaning of “インクルーシブ教育” [inclusive education] 
from various discourses. �e second is to present discussion points from the life model perspective based on the 
results. In a survey investigating the meaning of “インクルーシブ教育” [inclusive education], it became clear 
that diverse meanings were assigned to it. Based on the results, this study presents three points of discussion. 
�ere are individual and complex aspects of life. Di�culty in life also has these aspects. �is study is a part of an 
accumulation aimed at considering education in light of these aspects. In other words, this study reviews education 
from the viewpoint of life models.
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１　目的とその背景

本論文の目的は，「インクルーシブ教育」という語句に付与される意味を諸言説から探り，生活モ

デルという観点から論点を言語化することにある。

本論文では，この目的を，インクルーシブ教育が起こしうる諸問題に関する論考を行なう関心にお

いて設定している。日本において，教育に関する研究・政策・対人実践などを展望するために，イン

クルーシブ教育についての議論が行なわれている。インクルーシブ教育においては，排除・分離され

た対象などに対する包摂が目指される。「包摂」に関しては，「包摂策が新たな排除を生み出す可能

性」（岩田 2008: 173）が指摘される。また，中島（2009）による，「確かに，一般に集団から排除さ

れるのは辛いことである。しかし，同じように辛いのは，無理やり集団に留まることを強制されるこ

とである。」（中島 2009: 160）との言葉に示唆されるように，「包摂」は，「強制」にもなりうる。こ

うした「可能性」や「強制」は，インクルーシブ教育においても無関係ではない。したがって，イン

クルーシブ教育についても，こうした「可能性」や「強制」といった諸問題に関する論考が示される

べきである。こうした論考に，本論文では関心を向けている。

２　先行研究・方法・構成

諸問題に関する論考として，原田（2016）・日本教育学会（2017）・赤木（2018）を挙げることがで

きる。①原田（2016）は，「日本のインクルーシブ教育システムは包摂的か」（原田 2016: 73）という

問いに対する論考である。論考においては，「日本のインクルーシブ教育は個人モデルに依拠し，サ

ラマンカ宣言のいうインクルーシブ教育は社会モデルに依拠しているといえる」（原田 2016: 82）と

いう整理が，試みられている。この整理を踏まえ，原田（2016）は，「個人モデルに依拠している限

り，問題は個人に還元され，学校・社会の側の問題は問われずに済む。そして，個人は保護される代

わりに『障害者』としての役割を担わされ，社会の側からスティグマを貼られるリスクを負うことに

なる。」（原田 2016: 82）としている。②日本教育学会（2017）は，「インクルーシブ教育をめぐる包摂

と排除」というテーマにおける報告や討論などを記録したものである。記録によれば，木村泰子氏が，

「日本の地域の学校は，インクルーシブ教育をやろうとすればするほど，『排除』の論理が大きくなっ

ている」という見解を示しており，また，星加良司氏が，「現在の状況の中では，インクルーシブ教

育は必ずしも『包摂』の方向に向かうだけではなく，『排除』の再生産や新たな形式の『排除』の産

出に寄与している側面がある」という見解を示している（日本教育学会 2017: 55-6, 58）。両見解は，

「排除」をもたらす「合理的配慮」（日本教育学会 2017: 56, 58）があるという理由から示される見解と

して共通している。③赤木（2018）は，「わが国のインクルーシブ教育の進展と排除」に関する，「ユ

ニバーサルデザインに基づく授業」を材料にしながらの論考である（赤木 2018: 67, 68）。論考におい

ては，「同じ」や「つながり」から「構成」される「教育観」が「検討」される（赤木 2018: 69-70）。
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そして，この検討を通して，「指導技術を精緻化すればするほど，その枠からはずれる子どもの行動

や障害をより可視化する機能をもつ」インクルーシブ教育や，「ある少数の子どもが排除されて成り

立つ，同質性の高いインクルーシブ教育」が，論考されている（赤木 2018: 71）。

これらの先行論考において諸問題が言語化される意義を認識しつつ，本論文では，インクルーシブ

教育に関する論点の言語化を生活モデルという観点から試みる。生活モデルが，人間にとって重要ら

しき何か（たとえば尊厳・自己実現・QOLなど）を踏まえた生活に向けた理論として，ソーシャル

ワーク・看護・医療・カウンセリングといった領域を議論する場において，考察されつつある（30年

後の医療の姿を考える会編 2017; 猪飼ほか 2018; 秋山 2012; 新田ほか編著 2021; 村瀬 2012）。こうした

領域との連携が必要とされる領域でもある教育に関しても，生活モデルという観点からの論考は，被

教育者の生活や生活問題を考えるための有意味な知見や論点を引き出しうる。教育という領域におい

て展望されている事柄の１つが，インクルーシブ教育である。しかし，生活モデルに焦点を当てなが

らインクルーシブ教育に関する問題や論点を具体的に言語化する試みは，これまで示されてこなかっ

た。この状況に，本論文が生活モデルに着目する理由がある。「生活モデル」に対しては，「複雑で

多様な生活問題に対する援助」という表現を使いながらの説明が行なわれている（秋元ほか編 2003: 

274, 463）。生活や生活問題には，多様性と複雑性がある。生活や生活問題は，人それぞれに異なる

（多様性）。つまり，他者と全く同じ生活や生活問題を経験する者は存在しない。また，個人の生活や

生活問題は，エコシステムのように複雑な因果過程での結果として生じる（複雑性）。本論文では，

ICF（国際生活機能分類）・猪飼（2017: 21, 25-7）・猪飼ほか（2018: 78, 81）・中野（2018: 53, 55）での

言語化を参照して，この複雑性を認める立場を採用している。本論文において，生活モデルは，こう

した多様性や複雑性を認めながら個人の生活を考えたり支えたり個人の生活問題を考えたりその生

活問題に向き合ったりする認識枠組みを意味する。本論文において，「生活モデル」概念の中核は，

こうした多様性と複雑性である。本論文での「生活モデル」概念の設定は，遠藤（2015: 43）・猪飼

（2017: 21-2, 29）・中野（2018: 53, 55）から示唆を受けるものでもある。被教育者の生活や生活問題に

も，多様性と複雑性がある。これら多様性と複雑性を考える教育を展望する蓄積の一部に，本論文を

位置づけることができる。

インクルーシブ教育に関する論点の言語化を試みるための方法として，本論文では，「インクルー

シブ教育」という語句に付与される意味の範囲や様相を，公開されている文字資料での諸言説を比較

しながら探る方法を使う (1)。「インクルーシブ教育」という語句を用いて教育が議論されてきた中で，

この語句の意味は，どのようにつくられてきたのであろうか。本論文では，これまでに公開されてき

た先行資料を手掛かりに，そうした既存資料において「インクルーシブ教育」の意味がどのように書

かれているかを探る (2)。本論文は，「インクルーシブ教育」という語句に対して少なくともこのような

(1) 本論文では，「インクルーシブ教育」という，片仮名と漢字から構成される語句に焦点を当てている。
(2) 本論文では，地方公共団体による文字資料も参照している。「インクルーシブ教育システム」ではなく「イン
クルーシブ教育」の意味が説明・公開されている資料の事例として，第３節（次節）では，葉山町政策財政部
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意味が複数資料において付与されているという比較調査結果をレポートした上で，複数資料から裏付

けられるその意味を踏まえての論点を示す試みである。つまり，本論文は，「インクルーシブ教育」

という語句に付与される意味の全方位をレポートする試みではない。

本論文の構成は，次の通りである。第３節（次節）では，「インクルーシブ教育」という語句に付

与される意味を探る。第４節では，第３節を踏まえて，生活モデルという観点から論点を言語化す

る。第５節（終節）では，まとめと問題提起を示す。

３　「インクルーシブ教育」という語句に付与される意味

「インクルーシブ教育」という語句には，どのような意味が付与されるのであろうか。

第１に，すべての子どもやすべての大人に向けられた教育という意味が「インクルーシブ教育」と

いう語句に付与される場合がある。

こうした意味を1990年代にユネスコは公開している，とされる。日本は，1951年以降，ユネスコの

加盟国であり続けている。ユネスコによる指針や勧告は，加盟国としての日本における教育に影響 

を与えてきた。このユネスコとスペイン教育科学省によって1994年に開催された「特別ニーズ教育に

関する世界会議」において「特別ニーズ教育に関する，サラマンカ宣言と行動枠組み」が採択され

た。「サラマンカ宣言」には，インクルーシブ教育に関して，次のように訳されている内容が示され

ている。

 われわれはすべての政府に以下を要求し，勧告する。  

・……  

・別のようにおこなうといった競合する理由がないかぎり，通常の学校内にすべての子どもたちを受け入れ

るという，インクルーシブ教育の原則を法的問題もしくは政治的問題として取り上げること， 

（UNESCO & Ministry of Education and Science Spain 1994: ⅸ=n.d.）

この訳によれば，「サラマンカ宣言」において，「インクルーシブ教育」は，「すべての子どもた

ち」に向けられた教育である。また，このようなインクルーシブ教育を行なう「インクルーシブ校」

（UNESCO & Ministry of Education and Science Spain 1994: 6=n.d.）に関する内容が，「サラマンカ宣言」

を踏まえた「行動枠組み」において，次のように示されている。

学校というところは，子どもたちの身体的・知的・社会的・情緒的・言語的もしくは他の状態と関係なく，

「すべての子どもたち」を対象とすべきであるということである。これは当然ながら，障害児や英才児，ス

政策課編（2025）・伊丹市（2014）・品川区（2018）・秘書広報課（2023）を参照している。
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トリート・チルドレンや労働している子どもたち，人里離れた地域の子どもたちや遊牧民の子どもたち，言

語的・民族的・文化的マイノリティーの子どもたち，他の恵まれていないもしくは辺境で生活している子ど

もたちも含まれることになる。

（UNESCO & Ministry of Education and Science Spain 1994: 6=n.d.）

この訳によれば，「行動枠組み」において，「インクルーシブ校」は，「障害児」や「ストリート・チ

ルドレン」といった特定の子どもたちに特化して焦点を当てる学校ではなく，「『すべての子どもた

ち』を対象と」する学校である。このように，「サラマンカ宣言」と「行動枠組み」において，イン

クルーシブ教育は，「すべての子どもたち」に向けられた教育である，とされる。それでは，「サラマ

ンカ宣言」と「行動枠組み」は，インクルーシブ教育を，「子ども」という年齢層に特化して焦点を

当てる教育としているか。必ずしもそうとはいえない。なぜなら，①「サラマンカ宣言」において

は，「特別な教育的ニーズをもつ児童・青年・成人に対し通常の教育システム内での教育を提供する

必要性と緊急性」と訳されている内容が示されており，②「行動枠組み」においては，「中等教育や

高等教育への特別なニーズをもつ青年や成人のインクルージョンを保障する」と訳されている内容が

示されているからである（UNESCO & Ministry of Education and Science Spain 1994: ⅷ , 18=n.d.）。こ

のように，“インクルーシブ教育は「青年」や「成人」に向けられた教育でもある”という解釈をし

りぞけない内容が示されている。

以上のような背景もあり，以下のような資料において，すべての子どもやすべての大人に向けられ

た教育という意味が，「インクルーシブ教育」という語句に付与されている。荒川（2012）は，ユネ

スコによって2009年に発行された「『教育におけるインクルージョンのための政策指針』」において示

されているとする「すべての青少年や成人」という内容を前提に入れながら，「インクルーシブ教育

は決して『障害のある子とない子』という二分法ではなく，すべての学習者を対象としています」と

している（荒川 2012: 41）。同様の認識は，荒川（2013: 12-3, 21）や荒川（2017: 11-2）にも示されて

いる。また，真城（2011）は，「『個々の教育的ニーズの多様性を包含する範囲を拡大していくプロセ

ス』を，インクルーシブ教育と呼ぶ」とし，「インクルーシブ教育は通常学校に限らずあらゆる教育

の機会に関わる概念である」としている（真城 2011: 4, 5）。また，石川ミカ氏仮訳・長瀬修氏監訳に

よる訳文においては，国連障害者権利委員会は，「インクルーシブ教育を受ける権利に関する一般的

意見第４号（2016年）」において，「すべての人」や「すべての学習者」に向けられた教育として「イ

ンクルーシブ教育」を説明している，とされる（United Nations 2016: 1, 3, 4=n.d.）。

第２に，「障害者」や「貧困者」などの特定の生活状況にあるとされる人に特化して焦点を当てる

ような偏りを避けつつ包括的に対象を設定する教育，かつ，「子ども」や「児」という対象（年齢層）

に焦点を当てる教育，という意味が「インクルーシブ教育」という語句に付与される場合がある。 

秋元（2007）において，「インクルーシブ教育」は，「校区あるいは学校や学級に存在しているそれ

ぞれに違った背景や特性をもつすべての子どもを対象とする」教育である（秋元 2007: 28）。「すべて
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の子ども」という表現は，講談社（2023）や原田（2024: ⅰ）においても使われている。「すべての子

ども」という表現ほど包括的な表現ではないにせよ，特定の生活状況（たとえば「貧困」）にあると

される子どもに特化して焦点を当てる表現ではない包括的な非限定的表現を使いながらインクルー

シブ教育を示す言語化も，たとえば次の①②③のように存在する。①清水（2011: 4）においては「多

様な特別ニーズ児」という表現を使いながら，②堤（2019: 7）においては「社会的に周縁化されやす

い子ども」という表現を使いながら，③湯浅（2019b: ⅰ）においては「障害のある子どもだけではな

く，発達の基盤に重い課題のある子ども」という表現を使いながら，インクルーシブ教育を示す言語

化が，行なわれている。以上のように，特定の生活状況にあるとされる人に特化して焦点を当てる教

育ではない教育として，かつ，大人や成人ではなく「子ども」や「児」に焦点を当てる教育として，

「インクルーシブ教育」を捉える言語化が，行なわれている。

第３に，「障害」があるとされる人に焦点を当てる教育という意味が「インクルーシブ教育」とい

う語句に付与される場合がある。2006年に「障害者の権利に関する条約」が国連総会において採択さ

れた。日本は，2007年にこの条約に署名した（批准：2014年）。この条約における第24条でのテーマ

は，「教育」である。日本政府訳によれば，第24条において，「締約国」は，「障害者を包容するあら

ゆる段階の教育制度及び生涯学習を確保する」よう求められている，とされる（United Nations 2006: 

14=2014）。なお，同訳において，「インクルーシブ教育」という語句は使われていない。第24条を受

け，中央教育審議会は，2012年に，「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のた

めの特別支援教育の推進（報告）」において，次の解釈を示した。その解釈は，「障害者の権利に関す

る条約第24条によれば，『インクルーシブ教育システム』（inclusive education system，署名時仮訳：包

容する教育制度）とは，人間の多様性の尊重等の強化，障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な

最大限度まで発達させ，自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下，障害のある

者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであ」る，という解釈である。当解釈において，「インクルーシ

ブ教育システム」は，「障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み」として説明されている。こ

の説明による影響からか，「障害」があるとされる人に焦点を当てながら「インクルーシブ教育」に

ついて言語化する方法がつくられている。上野ほか編（2014: 99）・中村編（2018: 2）・橋本編集代表

（2019: 23）・葉山町政策財政部政策課編（2025: 77）には，そうした言語化が示されている。なお，日

本政府は，国連障害者権利委員会による「日本の第１回政府報告に関する総括所見」の原文を訳すな

かで，「障害者を包容する教育（インクルーシブ教育）」（United Nations 2022: 14, 18 =n.d.: 13, 14, 18）

という表現を使っている。

第４に，インクルーシブ教育に関与する「地域」の位置づけに対する認識に差異がある理由にお

いて，「インクルーシブ教育」には担い手に関しての一様ではない意味が付与されている。「行動枠

組み」においては，「インクルーシブ校の発展には，地域社会が中心的役割を演じなければならない」

（UNESCO & Ministry of Education and Science Spain 1994: 41=n.d.）と訳されている内容が示されてい

る。また，国立特別支援教育総合研究所（2017）には，「インクルーシブ教育システムにおいては，本
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人，保護者，教員，学校を地域が支える仕組みが整っていることが求められる」（国立特別支援教育総

合研究所 2017: 104）との内容が示されている。こうした内容が示される地域に関して，荒川智氏は，

「インクルーシブ教育入門──すべての子どもの学習参加を保障する学校・地域づくり」と題する書籍

において，「インクルーシブ教育は，決して特別支援教育の中だけでは完結しません。……すべての教

育の関係者，さらに親や地域住民などと共同で，民主主義的にすすめていかなければならないのです。」

（荒川 2008: 25）との認識を示している。また，荒川氏は，「インクルーシブ教育はまだ障害児教育の

問題と思われがちですが，排除のないインクルーシブな学校や地域をつくるというのは，教育全体を

貫く一つの重要な原理であり，私たちが正面に掲げるべき課題，すなわち『旗』にしていかなければ

なりません」（荒川・越野 2013: 105）との認識も示している。二宮ほか（2013）においても，同様に地

域づくりが重視されている。二宮ほか（2013）には，「インクルーシブ教育」は「学校内の体制や仕組

み，授業作りのみで推進されるものではない」との認識が，示されている（二宮ほか 2013: 22）。具体

的には，（1）「インクルーシブ教育が検討されている今日，学校種の問題や適性配置，就学指導など教

育に関わる制度，在籍の問題，学校内の体制，授業作り，教師の専門性などが議論されるのと同等に，

インクルーシブな地域づくりが議論されなければ，インクルーシブ教育は，子ども達の生活を支える

教育には向かわず，誤った方向に歩み出してしまう」との認識や，（2）「障害のある子ども達の生活を

支える地域作りをも視野に入れた『地域型インクルーシブ教育』が必要になるのではないか」との認

識が，示されている（二宮ほか 2013: 23）。荒川氏による認識や二宮ほか（2013）による認識とは異な

り，担い手としての学校をつくることをより重視するよう提案しているように読める認識も，以下の

ように示されている。湯浅（2019a）は，「インクルーシブ教育をめぐる論点」というテーマでの論考

の中で，「インクルージョンの思想は，学校づくりを軸にしながら，地域の多様な人々との協働を生み

出す創造的な実践を要請している」としている（湯浅 2019a: 12, 13）。このように，湯浅（2019a）にお

いては，「地域の多様な人々との協働」も展望されつつ，「学校づくり」が「軸」とされている。また，

秋元（2007）は，pp.25-26において，「インクルーシブ教育を具体的にすすめていく方法」として５つ

の「ステップ」を示している。その５つは，①「学級担任主導」，②「校内支援連携」，③「校外非専

門家の活用」，④「校外教育機関の活用」，⑤「校外専門機関の活用」，である。③は，校内での「支

援人材が不足し必要な支援が充分になされない場合に」なってからの「ステップ」である。すなわち，

学校内での取組みの優先度が高く（①②），地域（「地域人材」等）を「活用」する「ステップ」は３

番目となっている。このように，秋元（2007）においては，学校という担い手のみでまずは取り組む

事柄という意味が「インクルーシブ教育」という語句に付与されている，といえる。

第５に，インクルーシブ教育の場に対する対極的ともいえる認識がつくられている理由において，

「インクルーシブ教育」という語句には場に関しての一様ではない意味が付与されている。「行動枠組

み」は，「インクルーシブ校」に関する見解を示す中で，「特殊学校」および「特殊学級やセクショ

ン」への「措置」は「例外であるべきである」という考えを示している（UNESCO & Ministry of 

Education and Science Spain 1994: 12=n.d.）。このように，「行動枠組み」においては，通常学校におけ
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る通常学級への通学を原則とする考えが示されている。この考えに通じるものとして，同じ場での教

育（場を分離しない教育）を原則とする「インクルーシブ教育」を言語化する認識が存在している。

そうした認識を示す資料として，秋元（2007: 28）・姉崎（2011: まえがき , 38）・渡邉（2021: 10）・日

本視覚障害者団体連合（n.d.）を挙げることができる。場という空間の分離を例外とするそのような

認識もあれば，対極的に，分離を例外としない認識もある。中央教育審議会（2012）には，「インク

ルーシブ教育システムにおいては，……小・中学校における通常の学級，通級による指導，特別支

援学級，特別支援学校といった，連続性のある『多様な学びの場』を用意しておくことが必要であ

る」という見解が，示されている。この見解では，「多様な学びの場」としての分離が，原則的に認

められている。この見解に通じるように，「学び」に関する「多様な」「場」を例外としない「インク

ルーシブ教育」を言語化する認識が存在している。伊丹市（2014: 4）・品川区（2018: 4）・秘書広報課

（2023: 3）・中谷（2023）には，そうした認識が示されている。

以上，「インクルーシブ教育」という語句にはどのような意味が付与されるのか，についてみてき

た。この意味を諸資料から探った結果，この教育に関する認識として，次の状況①②③が明らかに

なった。①対象者に対する認識が一様ではない。②担い手としての地域に対する認識も一様ではな

い。③場に対する認識も一様ではない。これらの状況を踏まえると，「インクルーシブ教育」という

語句には多様な意味が付与されている，といえる。

４　意味の多様性から見出す論点

「インクルーシブ教育」という語句には多様な意味が付与されているという結果において，どのよ

うな論点を見出すことができるか。この問いを，以下では，生活モデルという観点を踏まえながら考

察する。

第１の論点は，「インクルーシブ教育」という語句の意味の多様性を構成する現象の１つとしての，

「障害」があるとされる人に焦点を当てる教育という意味がこの語句に付与される現象が，生活や生

活問題に関して何を示しているのか，という論点である。

「障害」があるとされる人に焦点を当てる教育という意味を「インクルーシブ教育」という語句に

付与する言語的実践は，ある生活問題を「障害」として解釈する方法に結びつきうる。たとえば，孤

立・不安・コミュニケーション困難・学習困難などが，「情緒障害」「知的障害」「発達障害」といっ

た類型に分類・解釈される。「学校現場」では「既成の『発達障害』概念を拡張適用すること」が行

なわれている，との見解もある（原田 2018: 169）。「障害」として解釈・単純化された生活問題や生

き苦しさは，個人的要因による問題として認識されやすい。多様で複雑な生活問題が「障害」に単純

化される，とする。この単純化は，状況によっては，生活問題の軽減につながるかもしれない。他

方，この単純化は，多様な個性（言語・宗教・民族など）や様々な状況（不登校・被虐待・貧困な

ど）から複合的・複雑につくられる可能性のある生活問題に関する言語化を抑制しうる。したがっ
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て，この単純化が入り込んだインクルーシブ教育は，生活やその問題の多様性・複雑性を前提とした

生活モデルからは論点となる。

「障害者」を包摂する教育をインクルーシブ教育の中核とする認識は，「高齢者」を地域で包括する

ケアを地域包括ケアの中核とする認識に似ている。似ている理由は，「包」む対象者としての焦点を

特定の者に当てる様相が両認識において共通しているからである。地域包括ケアが議論される過程に

おいて，高齢化社会を乗り越えるための対策としてこのケアを位置づける言説がつくられた。この言

説において，地域包括ケアを根拠づける要は，高齢化対策にある。しかし，地域での包括的なケア

は，生活やその問題に向き合うための方法としてつくられてきた。たとえば，地域での包括的なケア

の草分けともいえる佐久地域でのケア（たとえば農民やその家族への出張診療・健康教育・保健活動

など）は，高齢者の生活やその問題のために特化した取組みとして実践されてきたわけではない。地

域包括ケアを根拠づける要を高齢化対策に求める認識は，「高齢者」という特定の者に対象者として

の焦点を当てる認識である。特定の者に対象者としての焦点を当てる認識は，インクルーシブ教育と

「障害者」包摂教育を同等化するような認識としても具体化される。「障害者」を包摂する目的に特化

した教育としてインクルーシブ教育を言語化するこうした具体化は，生活モデル（生活問題は「障

害」に特化して起因するとは限らないという前提でのモデル）から論点となる。「インクルーシブ教

育」や「地域包括ケア」や「社会的包摂」といった語句は，生活やその問題に関わる従来の政策や対

人実践での限界を乗り越える必要性を背景に，2000年代・2010年代・2020年以降において使われ続け

てきた語句として，共通している。インクルーシブ教育については，地域包括ケアや社会的包摂に関

わる歴史も踏まえながら「何がインクルーシブ教育なのか」「なぜインクルーシブ教育なのか」を慎

重に考察してゆく必要があるのではないか。

第２の論点は，インクルーシブ教育に関与する「地域」の位置づけに対する認識に差異がありなが

らも「地域」が担い手とされる，という現象を踏まえての，そもそも地域は個人の生活にどのような

影響をもたらしうるか，という論点である。

地域は，地域の存続のためには個人を軽視・抑圧しうる。たとえば，地域は，地域のための利益と

個人のための利益が両立しない場合には前者を優先する傾向にある。また，たとえば，地域は，地域

規範から逸脱する個人を時としてコントロール・抑圧する。井上（2001）での表現を借りれば，「中

間的共同体」という側面において，地域は，「逸脱個人に対して非法的・非公式的な制裁をきわめて

実効的に加える」力をもつ（井上 2001: 122, 163, 164）。こうした地域を担い手にする「包摂策が新た

な排除を生み出す可能性」（岩田 2008: 173）が問題となる。生活モデルには，個人それぞれの感受性

や信念への尊重すなわち多様性への尊重が組み込まれている。こうした尊重を前提にした上でインク

ルーシブ教育の担い手としての地域をどう機能させるかが，生活モデルという観点からは問われるこ

とになる。

地域は，人を審査し，基準を満たした人にメンバーシップを授与したり，基準を満たさない人に対

して排斥的な対応を行なったりする。この基準として，地域風紀・地域治安・地域利益などがあるだ
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ろう。たとえば，「ソト」から来たとみなされる人や，「問題行動」を起こすとされる人や，「犯罪者」

とされる人などは，時として，地域風紀や地域治安に悪影響を及ぼす存在として監視されたり嫌厭さ

れたり排斥されたりする。審査する側（地域構成員）は，「異質」な人の問題性や加害性には敏感に

なりがちであり，同時に，「異質」な人に対する審査に加わる自らの問題性や加害性には都合よく鈍

感になりがちである。地域構成員によるこうした意思決定やふるまいも，地域原理には含まれる。つ

まり，地域原理は，個人の生活に問題や困難を引き起こす背景に関わりうる。地域や農村や都市に関

する研究において探究されてきた地域原理を踏まえながらの考察が，地域を担い手とするインクルー

シブ教育に対しては必要である。すなわち，地域によるインクルーシブ教育というアイデアにおいて

は，審査や意思決定などに関する地域そのものの原理が，問われることになる。

地域からの影響を考える着眼点として，個人が生活する上での権利を挙げることができる。権利へ

の影響に関して，地域での「音」を材料にしながら考えてみたい。地域内では，様々な音が発せられ

る。こうした音は，たとえば「静かな街を考える会」によって問題提起されてきたように，人によっ

ては騒音となる。たとえば，①住宅地まで侵入してくる選挙カーから大音量で連呼される挨拶や感謝

などのアピール，②物干し竿・灯油・卵などを売るための巡回車両から放たれる大音量での訪問通知，

③防災行政無線から毎日放出される大音量での強制的通知，④防犯を名目にパトカーや地域団体の

車から大音量で放たれる注意喚起などは，人によっては生きた心地がしなくなるほど不快な騒音（生

活問題を起こす一因）である。定型的な音や録音された音が，拡声器やスピーカーを通して大音響と

なって，公共空間や私的空間に拡散される。この拡散によって，生活の中での落着き・休息・集中・

思考・学習などが阻害される。日中に赤ん坊をやっと寝かしつけた親や，夜間での仕事のため日中に

睡眠をとっている就業者や，日中に読書や勉強をしている学習者などによる，日中を静かに過ごした

いニーズは，地域での騒音によって抑圧される。以上のような音が気にならないで平然としている人

が多数を占める地域には，平然としてはいられない人のもつ「人格権」への脅威がある。拡声器から

の音声やスピーカーからのメロディは，地域で生活する人の鼓膜を日常的に叩いている。したがって，

知らなくてよい状態を望む人の生活環境を守る権利や，不快な音を聞きたくない人の静穏生活を守る

権利は，地域での日常を対象とするテーマである。生活の多様性を前提にする生活モデルからは，イ

ンクルーシブ教育の担い手にもされる地域からの，こうした権利に対する影響も，問題となる。

第３の論点は，学歴主義やみんな主義に結びついた教育とインクルーシブ教育（意味の多様性を可能

にする教育）との関係を，多様で複雑な生活やその問題からどのように考えるか，という論点である。

学歴主義は，意味の多様性を可能にするインクルーシブ教育に影響をもたらしうる。日本での「通

常」教育は，学歴社会を背景にした学歴主義に結びついてきた。広田（1999）によれば，「学歴主義」

は，「高度成長期に社会のすみずみに広がった」（広田 1999: 131）。インクルーシブ教育は，「通常」

教育に結びついている学歴主義という日本的特徴からの影響を受けうる。というのも，「インクルー

シブ教育」という語句には，多様な意味を構成する一部としての通常学級への包摂という意味も付与

されるからである（たとえば，姉崎（2011: まえがき , 38）・渡邉（2021: 10））。学歴主義には，分離を
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促す側面がある。なぜなら，限られた時間で学歴取得のために必要な知識を教えるには，学力層ごと

に教育を行なう分離が効率的だからである。学歴主義が根付く日本の社会・学校教育界の中で，「通

常」教育が行なわれる「場」への包摂という意味も可能になるインクルーシブ教育は，個別の複雑な

生活やその問題を考えた場合どのような形において可能となるか。学歴主義は，インクルーシブ教育

において対象となる人すなわち包摂されていない人をつくり出してきた教育構造そのものに関わって

いないか。インクルーシブ教育は，学歴主義に関する問いを立てる道具になるのかもしれない。

意味の多様性を可能にするインクルーシブ教育は，みんな主義による影響を受けうる。日本におい

て，通常学校をはじめとする教育現場という「場」では，「みんな主義」と呼べるような考えが，正

しくて善い考えにされやすい。みんな主義は，教育者の中にも被教育者の中にも入り込んできた。教

育者による「みんなのことを考えよう」「これはみんなの問題です」「みんなにとって嬉しいニュース

があります」といった発言は，教育現場において自然である。教育現場での学習・給食・遠足・運動

会・卒業などは，被教育者みんなで取り組むべき活動とされる。こうして，みんな主義を善とする認

知や行動が，被教育者に対して要求される。被教育者は，みんなにしっかり所属できる心身をつくり

上げてゆく努力を要求される。被教育者においては，みんなと居ない人には「ぼっち」と揶揄され

る可能性があり，みんなの「空気」が「読めない」人には「KY」と揶揄される可能性がある。また，

教育現場は，みんなで食事をしていない状況での強い恥ずかしさを被教育者に感じさせやすい空間に

なっている。「ぼっち飯」という言葉や「トイレ飯」と呼ばれる食事形態は，この恥ずかしさに結び

ついている。みんな主義では，孤独の中ではなく多様な人間関係（みんな）の中で快活に生きる人

が，理想とされやすい。しかし，多様な人間関係を望まない人もいる。また，みんな主義では，みん

なが喜びそうな出来事に対してみんなと同じように喜ぶふるまいが，理想とされやすい。しかし，嬉

しくないのに嬉しいふりをするふるまいには，後ろめたさやしんどさが生じうる。また，みんな主義

では，みんなが語りそうな言葉をみんなと同じように語る行為が，理想とされやすい。しかし，みん

なと異なる個人的な言葉が抑圧される状況に対して不快や苦痛を感じる人もいる。「インクルーシブ

教育」という語句の意味は，一定にはされておらず開かれている。その分，この意味にみんな主義も

流入しやすい。それだけに，みんな主義からの影響を受けるインクルーシブ教育を背景にする諸問題

についての考察を放置してはならないのではないか，という問題提起を生活モデルから見出すことが

できる。というのも，生活モデルは，多様な個性それぞれの生活を前提とするからである。

５　まとめと問題提起

本論文の目的は，「インクルーシブ教育」という語句に付与される意味を諸言説から探り，生活モ

デルという観点から論点を言語化することにあった。第３節では，〈対象者〉〈担い手としての地域〉

〈場〉という内容においてこの語句の意味を調査した結果として，この語句には多様な意味が付与さ

れている，との結果を示した。第４節では，前節での結果を踏まえ，生活モデルという観点から次の
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３つの論点を見出した。①「インクルーシブ教育」という語句の意味の多様性を構成する現象の１つ

としての，「障害」があるとされる人に焦点を当てる教育という意味がこの語句に付与される現象が，

生活や生活問題に関して何を示しているのか。②そもそも地域は個人の生活にどのような影響をもた

らしうるか（インクルーシブ教育に関与する「地域」の位置づけに対する認識に差異がありながらも

「地域」が担い手とされる，という現象を踏まえての論点）。③学歴主義やみんな主義に結びついた教

育とインクルーシブ教育（意味の多様性を可能にする教育）との関係を，多様で複雑な生活やその問

題からどのように考えるか。

最後に問題提起を示したい。インクルーシブ教育に関しては，ある状況を排除・分離に起因するも

のとして捉える方法や包摂するべき対象としてその状況を捉える方法が誰に対してどこまで有効かと

いう問題も，生活問題（あるいは生きづらさや人生苦）の多様性や複雑性を踏まえた場合にはある。

とはいえ，インクルーシブ教育は，従来のアプローチでは課題のあった何かを変化させる契機であり

うる。「インクルーシブ教育」という語句の意味が多様になる状況は，「では，何を変化させなければ

ならないのか」という問題に対して諸説があることを示している，ともいえる。従来のアプローチで

はみえなかった対象や対応方法を見出す踏み台としてこの語句が機能してゆくためには何が有効か。

有効な手段の１つとして，生活モデルという観点からの研究を挙げることができるのではないか。こ

の問題を本論文では提起したい。
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